
川崎市交通局規程第３１号 

川崎市交通局企業職員の通勤手当支給規程の一部を改正する規程を次のよう

に定める。 

  令和７年１１月２８日 

川崎市交通事業管理者          

交通局長 水 澤 邦 紀     

 

   川崎市交通局企業職員の通勤手当支給規程の一部を改正する規程 

 川崎市交通局企業職員の通勤手当支給規程（昭和５７年交通局規程第２７号

）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項第２号ウ中「７，１００円」を「７，３００円」に改め、同号

エ中「１０，０００円」を「１０，４００円」に改め、同号オ中「１２，９０

０円」を「１３，５００円」に改め、同号カ中「１５，８００円」を「１６，

６００円」に改め、同号キ中「１８，７００円」を「１９，７００円」に改め

、同号ク中「２１，６００円」を「２２，８００円」に改め、同号ケ中「２４

，４００円」を「２５，９００円」に改め、同号コ中「２６，２００円」を「

２９，１００円」に改め、同号サ中「２８，０００円」を「３２，３００円」

に改め、同号シ中「２９，８００円」を「３５，５００円」に改め、同号ス中

「３１，６００円」を「３８，７００円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この規程は、公布の日から施行し、改正後の川崎市交通局企業職員の通勤

手当支給規程（以下「改正後の通勤手当支給規程）という。）の規定は、令

和７年４月１日から適用する。 

 （通勤手当の内払） 



２ 職員が、改正前の川崎市交通局企業職員の通勤手当支給規程の規定に基づ

いて、令和７年４月１日以後の分として支給を受けた通勤手当は、改正後の

通勤手当支給規程の規定による通勤手当の内払とみなす。 


